
令和 2年 9月 1日 

ＰＴＡ会員各位 

流山市立おおたかの森小学校 

校       長  西村  淳 

ＰＴＡ会 長  清野 さよ 

ＰＴＡ保険更新のお知らせ 

日頃よりＰＴＡ活動にご理解ご協力をいただきありがとうございます。 

ＰＴＡでは、活動を行うにあたり、下記ＰＴＡ保険への加入を更新いたしました。 

該当事項がございましたら、下記についてご確認いただきご連絡下さいますようお願いいたします。 

 

                     記 

ＰＴＡ団体総合保障制度とは : ＰＴＡが主催、共催する行事中に、ＰＴＡ会員及び児童が不慮の事故 

によりケガをした場合、一定の金額を補償する「ＰＴＡ団体傷害保 

険」と、万一主催者に賠償責任が発生した場合に備えての「ＰＴＡ 

賠償責任保険」により構成された総合補償制度です。今回この二つ 

の保険に加入し、ＰＴＡ活動をサポートしていきます。 

ＰＴＡ行事とは : ＰＴＡが企画、立案、主催または共催する行事で、ＰＴＡ総会、運営委員会など、 

ＰＴＡ会則に基づく手続きを経て決定された行事。例えば、運動会、講演会、旗

振り等   

 

ＰＴＡ団体傷害保険（一名につき支払限度額） 

死亡・後遺障害保険金額 200万円 

入院保険金日額 3000円 

通院保険金日額 2000円 

保険料（会員一世帯あたり）108円 

＊日本スポーツ振興センターから給付される場合でも対象になります。 

ＰＴＡ賠償責任保険…期間中 1000万円まで（一事故につき支払限度額） 

対人賠償 3000万円 自己負担 1000円 

対物賠償 1000万円 自己負担 1000円 

財物損壊 1000万円 自己負担 5000円 

保険料（会員一世帯あたり）   8円 

 

※万が一事故が起こった場合は、 

「流山市立おおたかの森小学校」04-7159-7001(教頭)までご連絡ください。 

学校を通して「三井住友海上事故受付センター」へ連絡します。 

以上 


